
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年９月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２２年６月４日 ０５時３０分ごろ～１５時４５分ごろの間） 

発生場所 北海道洞爺
とうや

湖
こ

 壮瞥町
そうべつちょう

所在の丸山三等三角点（３０３ｍ）から真方位３

０４°１,１００ｍ付近（概位 北緯４２°３７.７′東経１４０°５３.

８′） 

事故調査の経過  平成２２年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 西山
にしやま

丸、０.２トン 

 ＨＫ６－４４７（漁船登録番号）、個人所有 

 ３.２６ｍ(Lr)×１.３１ｍ×０.５２ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和５５年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８５歳 

 旧四級小型船舶操縦士 

  免 許 登 録 日 昭和５０年８月１日 

         （平成６年２月２５日をもって失効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機濡損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、ひめます漁の定置網を点検するため、

平成２２年６月４日０５時３０分ごろ洞爺湖北東岸の係留地を離れ、約２

００ｍ沖合の漁場に向かった。 

 

 船長の家族は、船長が帰宅予定時刻を過ぎても戻らないことから、不審

に思い漁場に行ったところ、１５時４５分ごろ定置網の浮玉に係留した状

態で転覆している本船を発見し、消防署に通報した。 

 船長は、捜索の結果、翌５日０８時５５分ごろ、本船発見場所から東北

東方１８０ｍ付近の湖底で発見された。 

 船長は、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺死、死亡推定時刻

は６月４日午前と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

 湖面状態：平穏 

 その他の事項  本船が係留していた定置網は、丸山三等三角点から３０４°１,１００ｍ

付近に敷設されていた。 

 事故当日、多くの僚船が出漁していた。 

 発見された本船の船体には、損傷がなかった。また、船長には、外傷や

ロープが絡んだ痕等がなかった。 
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 船長は、ひめます漁について、約３５年の経験を有していた。 

 船長は、ふだんから救命胴衣を着用しておらず、発見されたときも着用

していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

 本船は、船長が１人で乗り組んで０５時３０分

ごろ係留地を離れ、１５時４５分ごろ洞爺湖に設

置された定置網の浮玉に係留した状態で転覆して

いるところを発見されていることから、この間に

おいて、定置網の点検作業中に転覆したものと考

えられるが、転覆した状況を明らかにすることは

できなかった。 

 船長は、本事故当時、救命胴衣を着用していな

かったものと考えられる。 

 船長の死因は、溺死であった。 

原因  本事故は、本船が、洞爺湖において定置網の点検作業中、転覆したこと

により発生したものと考えられる。 

 




